平成１９年（行ウ）第６４８号　開発許可処分差止等請求事件

平成２０年（行ウ）第１０５号、１１８号　訴えの追加的併合申立事件

原告　　氏名省略　ほか

被告　　渋谷区、東京都
第２０準備書面　

２００９年７月８日

東京地方裁判所民事第３８部Ａ１係　御中
　　　　　　　　　　　　　　　　原告ら訴訟代理人

弁護士　　斉　藤　　　驍　　　　外

１　本件土地上に「東京都の自然の保護と回復に関する条例」（以下「都条例」という）第47条にいう「自然地」が存在していることは、原告らのこれまでの主張・立証によって充分明らかとなっている。被告渋谷区でさえ、「本件土地には都条例第47条が適用され、開発許可が必要とされる規模の自然地が存在すること」という、原告が検証の申立（本年5月7日付）において掲げた証すべき事実については、「すでに提出された多数の書証で十分確認することができる」（被告渋谷区準備書面（７）第２）と自白しているところである。

　　しかし一方で、被告東京都は、相変わらず本件土地上には自然地が897㎡しか存在しないとの主張を維持し、被告渋谷区が保存樹林と指定した樹林と都条例第47条の適用のある「自然地と看做される樹林地」は意義及び要件が異なる、という詭弁を弄しているため、念のため、本件土地上には少なくとも4,380㎡の自然地が存在していることを補足して主張する。

２　都条例第47条第1項本文に「樹林地、草地、農地、池沼等の自然地」と書かれているとおり、都条例は樹林地を自然地の代表格と位置づけている。「自然地」という単語は造語と思われるが、「自然の存在する地」という程度の意味であると推察する。「自然」とは「人間を含め、山川・草木・動物など、天地間の万物」を指すものであるから（広辞苑）、自然の概念に樹林が取り込まれていることは、都条例の定義を待つまでもないところである。つまり、樹林＝自然であるから、樹林の存在する土地＝自然の存在する地、すなわち自然地である。

３　本件訴訟において、被告東京都は樹林の「自然地」性を判定するために「樹木等の集まりだけでなく、地面が踏圧されておらず、昆虫類や植物の種子が地面下に進出し生息・生育することが可能であるなど、樹木等の集まりが動植物の生育・生息環境として成り立ちうるかを総合的にとらえ」るとしているが、この判断基準らしきものは全く架空のものである。

　例えば原告が第15準備書面で指摘した日赤医療センターの開発行為につき、被告東京都は同じ都条例第47条の適用が問題となっているにもかかわらず、「自然地とは、当該土地そのものが自然環境を形成していること、すなわち、土地の属性として、大気、水、土壌、動植物等を一体的、総合的に考えて人間の生存の基盤である環境を形成しているものをいう」という、本件訴訟の主張とは異なる基準らしきものを打ち出している（甲第125号証）。日赤医療センターの事件での被告東京都の主張は、「土地の利用状況によって規定される土地の性質・内容」である「土地の属性」という概念を用い、「自然地」性判断の際には「土地の属性」に着目すべきだとしている。そして、「土地の属性」に着目すると、住宅や事業所等の庭に樹木や芝があり、それがまとまったものであったとしても、それは人が家屋や事業所等を利用する際に、その中や周辺を通ったり散策するなど住宅や事業所等の建築物と一体として利用され、そのために管理される「緑地施設」にすぎず、「自然地」ではない、とさえしているのである。

　このように、被告東京都が本件訴訟で主張する自然地性判断の基準と日赤医療センターの訴訟で主張するそれとは大いに異なる。

　　仮に、被告東京都が自然地性判断の運用基準を持っているのだとすれば、自然地性の判断基準の主張が訴訟毎に異なるはずはない。本件訴訟と日赤医療センターの訴訟における被告東京都の主張の食い違いは、被告東京都が客観的な判断基準によらず、自然地性の判断を、官の都合と一部の事業者の便宜のためにいかに恣意的に行っているか、そして、その点を指摘されると場当たり的にいかにももっともらしく判断基準めいたものを主張して、これを弁明し、「正当化」しようとしているということを示している。

４　また、被告東京都が本件土地上に存在する樹林のほとんどを自然地でないと判断したことは、他の前例に全く反する。

学習院大学は、平成19年ころ、豊島区目白の同大学目白キャンパス内の約5,447㎡について、樹木を伐採し既存建物を解体して校舎を新築する計画を立てた（以下「学習院大学自然科学棟新築計画」という。甲第126号証）。対象地は、同キャンパスの南端辺斜面地にあり、学内の通路、「生物実験室」や「年代測定室」とケヤキや樫の広葉樹を中心とした多数の樹木（樹林）があった。

被告東京都は、平成20年2月5日、施主である学習院の代理人日本設計から都条例第47条に基づく開発許可に関する条例適用について相談を受け、翌6日14時から現地調査を行い「自然地割合100％、樹林地100％」との結果を得て、翌7日「計画地は樹林地であり自然地と認められるため、47条を適用する」との決定を行った（甲第126号証　処理経過）。この処理経過欄の記載から明らかなとおり、被告東京都がこの決定にあたって「地面が人や自動車によって踏圧されていないか」「昆虫類や植物の種子が地面下に進出し生育・生息することが可能か」等の調査・考察は全く行わず樹林地と認定し、従って自然地であると判断したのである。5,447㎡の規模の樹林に「昆虫類や植物の種子が生息・生育し、地面が人や自動車によって踏圧されていることがない」ことはいうまでもなく、このようなことを問題にする余地もなく、事実、全く問題にしなかったのである。

　学習院大学自然科学棟新築計画地の樹林の状況は、甲第127号証のとおりである。上空から見ると、計画地には登録有形文化財南一号館（「旧理科特別教場」）に隣接する樹冠で覆われた樹木の集団があり、大学の各建物の周辺の状況、（「旧学習院高等科」）計画地脇の登録有形文化財「乃木館」周辺の状況、「厩舎」右方向の斜面地の状況（「厩舎」）、「目白ガーデンヒルズ」奥の斜面地の状況から明らかなとおり、計画地に隣接する各建物周辺の地面は人や車による踏圧どころか、コンクリートで固められている。また、計画地内には何本かの通路が設けられており、計画地北側から計画地南側の馬場やパドック、厩舎管理人宅等があるエリアに抜けることができるようになっている（甲第126号証　資料）。

本件土地上の樹林の状況は甲第90号証で明らかとなっているとおり、4,380㎡で面積がやや小さいものの、学習院大学の計画地の状況と比較して、何ら異なるところがない。むしろ、本件土地の方にはコンクリートで固められた場所がなく、駐車場としていたエリアも全て土であり、いつでも草木の生える土壌となり得る状態である。被告東京都が学習院大学の計画地を自然地と判断し、本件土地上の自然地が897㎡でしかないと判断したことには全く整合性がなく、明白な矛盾がある。

その他の先例も、ほとんど例外なく人と自然を有機的一体をなすものとして把握し、建物と一体をなす樹林等の庭を自然とみなして都条例第47条の自然地としているのである。これが歴史的に確立された条理であり、社会通念であることはいうまでもない。特に都条例は自然一般の保護ではなく、巨大都市首都東京の自然を保護し、都市環境を維持・回復・発展させ、健康で文化的な都市生活、すなわち我が国都市計画の元祖のひとりである石川栄耀に言わせれば、「都市の山紫水明」を実現しようとするものであるから、都条例第47条の解釈は当然こうあらねばならないのである。

本件羽澤ガーデン及び前記日赤の場合の被告東京都の主張は、極めて異様かつ異状であり、特に「庭は自然地ではない」とする日赤訴訟に関するもの（甲第125号証）は、この点において際立っている（甲第128号証）。いずれも違法な開発を業者と談合して強行する手段としてなされたものであり、その違法性は重大である。

５　最後に、被告東京都は、以下に引用する著名な作品の核になっているものを、心を開いてよく読み、人と自然との関係について深く思いを致し、ただすべきはただして、本件のしかるべき解決を目指すべきであろう。

　

「　吾家の富

（一）家は十坪に過ぎず、庭は唯三坪。誰か云ふ、狭くして且陋なりと。家陋なりと雖ども、膝を容る可く、庭狭きも碧空仰ぐ可く、歩して永遠を思うに足る。

神の月日は此處にも照れば、四季も来り見舞ひ、風、雨、雪、霰かはるがはる到りて興浅からず。蝶児来りて舞ひ、蝉来りて鳴き、小鳥来り遊び、秋蛩また吟ず。静かに観ずれば、宇宙の富は殆んど三坪の庭に溢るるを覚ゆるなり。」

（徳富蘆花著『自然と人生　寫生帖』より抜粋）

「　神楽坂の方から行って、矢来町を新潮社の方へ曲る角より一つ手前の角を左へ折れると、私の生れた家のあった横町となる。子供時分の記憶ではそれは「横町」ではなく、ちゃんとした「道」であったが、矢来通や、新潮社前の通が拡げられた今日では、昔のままのそこは「道」という感じではなく、「横町」という感じになってしまった。私はその幅を足ではかって見たが、並の歩幅で五歩余しかなかった。して見ると二間幅もないわけである。子供の時分には普通の往来のつもりでいたが、二間幅もなかったのかと今更のようにその狭さに驚かされた。

その横町へ曲ると、少しだらだらした登りになるが、そこを百五十メートルほど行った右側に、私の生れた家はあった。門もなく、道へ向って直ぐ格子戸の開かれているような小さな借家であった。小さな借家の割に五、六十坪の庭などついていた。」

（広瀬和郎「年月のあしおと」『広瀬和郎全集』第１２巻、中央公論社刊、

１９７４年　７－８頁）

「　家は前にも述べた通り、門もなく、格子戸が直ぐ往来に向って開いているような家であったが、それは二軒建ての長屋で、表から見ると私の家一軒に見えるが、奥に向って同じような作りの家が一軒くっついていて、その家に入るには、私の家の格子戸と並んで小さな門があり、その門を潜るようになっていた。同じ長屋でも隣には小さな門がつき、私の家には門がなかったわけである。もっともそこは私の家の台所からの出入口－つまり勝手口をも兼ねているので、奥の人は私の家の台所の前を通らなければならないのであるから、門があっても別に一段高級であったというわけではない。（中略）

　　　　格子戸を入ると、玄関の踏台は左手についていて、そこの障子を開けると二畳の部屋があり、その奥に六畳があり、その六畳の右に座敷の八畳があり、この六畳と八畳には南の庭に向って縁側がついていた。又玄関の二畳の右手にもう一つ茶の間として使われていた六畳があり、その先が台所となっていた。そしてこの茶の間の六畳は襖によって又八畳の座敷に通じていた。全部で四室の四角い家であった。壁一重の隣家も多分同じ間取りだったのであろう。」

（同書　１０－１１頁）

「　私は借家についていた五、六十坪の庭が、私の知識の源泉であったと述べたが、実際私はその庭で土いじりをする事から、少しずつ少しずついろいろなことを学んで行ったと云って好い。

庭の左手に縁側に近く例の青桐の木が生えていたが、それが庭の中での一番高い木であった。縁側から見てその青桐の少し先に、水ガメがいけてあり、金魚やメダカが泳いでいた。最初は誰が水ガメをいけたものか、誰が金魚やメダカを買って来たものか知らないが、私が物心地のついた頃には。すでにそこにカメがいけられ、金魚やメダカが泳いでいた。私が五つか六つになって、母や叔母につれられて、神楽坂の毘沙門の縁日に出かけられるようになると、その縁日で金魚屋からブリキ罐に入れて、金魚やメダカを買って来たものであった。

又砂土原町－今の北町から市ヶ谷の濠端へ出るあのバス通あたりになるが、そこにも金魚屋があったので、よく買いに行った。夏の夕方になると、父に手伝って兄と私とが、金魚のカメの水換えをするので、裏の井戸端からバケツのリレーで水をはこんだ。無論当時水道はなかった。

これはそれより前のこととなると思うが、庭に出て来た蟇蛙を見て、私が「カメノコ」と云ったので、「あれはカメノコではない、あれは蟇蛙だ」と父に訂正されたことがある。最初はカメノコと蟇蛙の区別がつかなかったわけであるが、蟇蛙を見て亀の子と云ったところから考えると、蟇蛙より亀の子の方が早く私の知識になっていたことが解る。

その金魚のカメの右の方には何本かの細い竹が植えてあった。それは何という竹であったか、近頃は一向見かけなくなった節の平らな竹である。或はもう今は地上から亡びた種類ではないかと思う。その竹のあたりまでが、時々誰かが箒で掃く領域で、その向うは雑草の生えるにまかせてあり、南側の杉垣根の近くには、秋になると鶏頭が杉垣根よりも高くなって、真紅に燃えていた。

竹の手前には、植木鉢の棚があり、父がよく如露で水をやっていた。

真夏の夕方には、庭に水を撒いたが、乾いた土の表皮が亀裂を生じながら水を吸い込んだ上を、尾の長い真黒な蜂が、羽を敏活に動かしながら、大きな蜘蛛を引きずって歩いていた。蜘蛛は意気地なく脚をこごめ、茶褐色の毛糸の球のように丸くなって、眼だけぴかっと光らしながら引きずられて行った。

こんな風に私は鼈甲蜂が蜘蛛をとらえることを、その頃この庭で学んだし、梅雨期には四十雀が群をなして青桐の枝に来て囀ったり、冬になると鶯が低い灌木の間を渡って歩き、春になるとそれが高い声で啼いたりすることをも,みなこの庭で学んだ。

その他雀、しおからトンボ、むぎわらトンボ、蝉、殊に青桐の枝で雨蛙につかまって喧しく悲鳴を揚げる法師蝉。秋になると雑草や潅木の間で鳴く草雲雀、カネタタキ、そして秋が更けて寒くなり始めると、カネタタキが庭から家の中に入って来て、父の書棚の上などで、チチチとか細い声で鳴くことも。

父は金魚、植木の外に小鳥などを飼うことが好きであったが、或年にはまた鈴虫をカメの中に飼ったこともあった。カメの中に土を入れ、その上に石などを置き、雌雄の鈴虫を飼っていたが、秋が更けた頃、或朝雄の姿が急に見えなくなり、憎らしく丸々と肥えた雌ばかりが、石の上でピンと触角を動かしながら頑張っているので驚いたことがあった。こう云う昆虫類は卵を生む前には、雌が雄を食べてしまうものであるということを、私は父に教えてもらったが、雌の頑張っている石の下に、雄の脚の先が、食べ残されて落ちているのを見て悪寒を感じたのを覚えている。」

（同書　１５－１６頁）

徳富蘆花についてはあえて注を要しないであろうが、広津和郎については若干の説明を要する。近代文学の曙のひとつとされた硯友社において、尾崎紅葉とともに双璧とされた広津柳浪の二男であり、作家、文芸評論家として、大正・昭和を通じて志賀直哉、宇野浩二らと共にありながら、著名かつ独自の大家であった。

松川事件に取組み、松川裁判の執筆等の活動により、裁判を勝利に導いた。ドレフュス事件にコミットしたエミール・ゾラをしのぐとさえいわれる。

本著「年月のあしおと」は、松川裁判と並んで広津和郎の代表作とされている（甲第129号証の1及び2）。

PAGE  
9

